
資料５－１

第５回公的弁護制度検討会における論点（案）

◎ 公的弁護制度の運営主体について

１ 運営主体の事務

≪司法制度改革審議会意見書の関係する部分の記載≫

○ 弁護人の選任・解任は、現行の被告人の国選弁護制度と同様に裁判所が行

うのが適切であるが、それ以外の運営に関する事務は、上記機関が担うもの

とすべきである。

○ 上記機関は、制度運営について国民に対する責任を有し、全国的に充実し

た弁護活動を提供しうる態勢を整備すべきである。殊に、訴訟手続への新た

な国民参加の制度の実効的実施を支えうる態勢を整備することが緊要であ

る。

例えば、常勤弁護士の配置や、個々の弁護士又は弁護士法人との契約を行うことなどが

考えられる。

２ 運営主体の組織

≪司法制度改革審議会意見書の関係する部分の記載≫

○ 公的弁護制度の運営主体は、公正中立な機関とし、適切な仕組みにより、

その運営のために公的資金を導入すべきである。

○ 上記機関の組織構成、運営方法、同機関に対する監督等の在り方の検討に

当たっては、公的資金を投入するにふさわしいものとするため、透明性・説

明責任の確保等の要請を十分踏まえるべきである。

○ 公的弁護制度の下でも、個々の事件における弁護活動の自主性・独立性が

損なわれてはならず、制度の整備・運営に当たってはこのことに十分配慮す

べきである。


